
別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
3  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】
1
№
7

1 0 6 2 0 1 5 5 5 0 0
 単年度のみ 期間限定複数年度 ✔  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ）  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO）  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
① 手段（主な活動）  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】
平成25年度の実績（平成25年度に行った主な活動） ✔  他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

平成26年度の事業計画（平成26年度に計画している主な活動）

② 対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③ 意図（この事業によって、対象をどう変えるのか）  事業費削減（歳入確保）余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  事業費削減（歳入確保）余地がない ⇒【以下に理由を記入】

④ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移 ✔  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) １次評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 ✔ 見直し余地あり

③ 効率性 ✔ 適切 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可
廃止 休止 事業統廃合・連携 事業のやり方改善（有効性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）
事業のやり方改善（効率性改善）　 事業のやり方改善（公平性改善）　

✔ 現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策

(6) 上記（3）で現状維持をチェックした場合、この事務事業はどのような状態となれば見直し・廃止となりますか？

事務事業名

政策名

施策名

× ×

効果的な文化財保護を進めることができず、貴重な文化財の破壊・消滅が進むことが想定される。地域の歴史
を物語る様々な文化財を失うということは、市民のアイデンティティの消失にもつながるものである。

×

文化財としての対象や安易は年々拡大されてきている。近年特に自然分野（地質や環境など）についても文化財と
してとらえたり、伝統的建築物や自然環境等を「群」でとらえる傾向があり、国立市においてもこれまで手をつけてい
ない分野についても保護することが求められている。
また、年々消滅の一途を辿る文化財も依然として存在しており、一刻も早い、各分野の悉皆調査が必要である。

成
果

向
上

維
持

低
下

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化余
地

事業の内容が一部の受益者に偏ってい
て不公平ではないか？受益者負担が公
平・公正になっているか？

公平且つ公正である。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

③ 廃止・休止の成果への影響

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に役
立っているか？)

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

保護審議会の資料の作成や文化財の調査など、専門的な要素が多く、地域の実情について熟知し、かつ専門
的知識を有する必要があるため、正職員以外の職員や外部委託では困難である。

類似事業はない。

コスト
削減 維持 増加

現在課題となっている、自然分野の文化財保護について、様々意見を頂
きながら対応できていない状況がある。

(4) 改革・改善による期待成果

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

現在、保護が求められている文化財の分野は多岐にわたっており、現状の職員体制ではそのすべてに対応することが困難である。より対応可能な職
員体制が求められる。

平成26年度より、文化財担当の嘱託職員が配置されることとなったが、より多分野の文化財に対しての対応していくためにも、充実が求められる。

効
率
性
評
価

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確保
余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

審議会の回数は年間4回と最低限の実施であり、また、各委員は、審議会開催時の出席謝礼のみで、それ以外
での相談や指導に対しては、無償で対応して頂いている。また、文化財の指定・登録に伴う調査も、そのほとん
どが、事務職員が学識者等の意見を聞きながら実施しており、これ以上の事業費削減は困難である。

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

公
共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要があるか、
民間や受益者ができる事業か？かつ、
行政が行うとした場合、国・都が行う事
業か、それとも市が行う事業か？

文化財の保護は公共団体の固有事務であり、公共団体が主体的に行わなければならないものである。
また、文化財の指定・登録は国・都・市それぞれが協力しあって行っている。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待で
きないのか？

現状の職員体制のままで、審議会から求められるすべての分野の文化財に対して、十分な調査や保護ができ
ているとはいえない。より多分野の文化財に対応できる職員体制が求められる。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

0

←実施計画上の重点施
策

重点施策に該当する場合、ここから
該当項目を選択してください
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0 0 0
0

0 0
0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0
0 0 0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

千円

9 13

0
0 0

千円

繰入金

千円

千円

千円

千円

収入計（J）

維持補修費

扶助費

その他

分担金及び負担金
使用料及び手数料

補助費等
繰出金

％ #DIV/0!#DIV/0!

✔

10000 10000

収
入
内
訳

事業コード

国庫支出金
都支出金

件

人

件

件

件

100%

市内の歴史・文化遺産を地域の資源とし
て活用されていると思う市民の割合

0

0

-18

#DIV/0!

物件費
0
0

（Ｂ）-（Ａ）

0
0

0

109

3

7430374381

0 0

（決算見込み)（Ｂ）

0

目標年度平成23年度
（決算）

0

0

0

0

0

74265

1

1 3

10000

9

平成25年度

4

平成26年度

文化財を保護し後世に残す。

4

201

0

0

千円

千円

0
人

219

9
0
0

（決算）（Ａ）

千円

時間

千円

人

千円

文化財保護審議会運営事業

千円

平成24年度

％

平成22年度

％

人

人に係るコ
スト

上位成果指標（結
果の達成度を表す指標）

過去1年間で市内の歴史･文化遺産に訪
れたことがある市民の割合

千円
0

正規職員従事人数

正規職員人件費計（Ｃ）

市内文化財全般

0

（当初予算)

0

500

1
（目標値)

150

100% 100%

750

112

延べ業務時間

再任用職員従事人数
延べ業務時間

文化財保護審議会4回開催「市内文化財の指定・登録」、「文化財の広報・教育普及」、「文化財の保存・管理」などについて審議。
新規に指定1件（有形文化財・考古資料　緑川東遺跡石棒4点）、登録2件（有形文化財・絵画　津戸三郎為守画像1点、有形文化財・歴史資料　馬頭観音（下組・安政五年在銘)1基）を追加

市内で発掘された歴史･文化遺産が、保護され、活用される。

文化財保護審議会　4回開催「市内文化財の指定・登録」「文化財の広報・教育普及」、「文化財の保存・管理」他について審議予定。

（決算）
単位

課長名

項 目

事業期間

所属部

所属係

単年度繰返

予算科目

事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

款会計
地方自治法、文化財保護法、国立市文化財保護条例法令根拠

生涯学習課

津田智宏

所属課教育委員会

社会教育・体育担当

0

960

0

対象指標（対象の大
きさを表す指標）

成果指標（対象にお
ける意図の達成度を表す
指標）

市内所在の文化財件数

人口(4月1日現在)

新規指定・登録文化財件数

新たに指定･登録した文化財の数

0

13

319

150

00 0 0
0

（決算）（Ａ） （決算見込み)（Ｂ） （当初予算) （目標値) （Ｂ）-（Ａ）

活動指標（事務事業
の活動量を表す指標）

名称

文化財保護審議会開催回数

新たに指定・登録した文化財件数

回

一般財源投入割合

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

事務事業の概要（事業開始の経過、事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）
文化財保護法の規定による指定を受けた文化財以外の文化財、及び東京都文化財保護条例の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、国立市の区域内に存在する文化財の保
存・活用のために必要な措置を講ずるため、地方自治法及び、文化財保護法の規定に基づき、教育委員会に文化財保護審議会(委員の定数10人以内・現有6人）を設置し、教育委員会か
らの諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議し、これらを教育委員会に建議する。
○文化財保護審議会運営の手順　審議すべき文化財の掌握→調査→資料整理→調査報告作成→審議会開催・報告・審議を受けて再調査
○文化財の指定・登録の手順　文化財候補→教育委員会(議案審議）→審議会（諮問）→審議会(調査審議）→教育委員会に建議

千円 0 0 978

差額

（決算）

982 0 -18

1 ひとを育てる、守る

施策７　歴史・文化遺産の保存と活用

一般

時間

目標年度 差額
（決算）

0
0
0

750 750

0

0
10

嘱託職員人件費計（Ｅ） 0

0

時間 0

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数

650 0

100

1
150

0

0

0

0

0
0

1
100

0

人に係るコスト計（Ｆ）

物に係るコスト計（Ｇ） 千円 0 0 9

千円

うち委託料 千円

0

物に係るコ
スト

0
00 0

0 750

0

0

00

0

支
出
内
訳

移転支出的なコスト計（Ｈ） 千円

移転支出
的なコスト

0

0

その他

延べ業務時間

千円

千円

0

収支差額（K）=(J)-(I) 千円 0 0 -978 -960

その他 千円

-982 0 18

単位
平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
4  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】
1
№
7

1 0 6 2 0 1 5 5 5 0 0
 単年度のみ 期間限定複数年度 ✔  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ）  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO）  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
① 手段（主な活動）  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】
平成25年度の実績（平成25年度に行った主な活動） ✔  他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

平成26年度の事業計画（平成26年度に計画している主な活動）

② 対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③ 意図（この事業によって、対象をどう変えるのか）  事業費削減（歳入確保）余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  事業費削減（歳入確保）余地がない ⇒【以下に理由を記入】

④ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移 ✔  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) １次評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 ✔ 見直し余地あり

③ 効率性 ✔ 適切 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可
廃止 休止 事業統廃合・連携 事業のやり方改善（有効性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）
事業のやり方改善（効率性改善）　 事業のやり方改善（公平性改善）　

✔ 現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策

(6) 上記（3）で現状維持をチェックした場合、この事務事業はどのような状態となれば見直し・廃止となりますか？

-14,832 0 384

単位
平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

23

収支差額（K）=(J)-(I) 千円 0 0 -14,184 -13,800

その他 千円 0

その他

延べ業務時間

千円

千円

支
出
内
訳

移転支出的なコスト計（Ｈ） 千円

移転支出
的なコスト

0

0 10,951

23

0

00

3,876

-54

物に係るコ
スト

-493
-7056,451 0

23

人に係るコスト計（Ｆ）

物に係るコスト計（Ｇ） 千円 0 0 3,930

千円

うち委託料 千円

0

-705

0

0
0

1
465

12,459 0

7,087

1
900

0

嘱託職員人件費計（Ｅ） 7,156

0

時間 5,004

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数

0
0
0

4,500 4,500

4,511

0
64

15,882 0 -759

1 ひとを育てる、守る

施策７　歴史・文化遺産の保存と活用

一般

時間

目標年度 差額
（決算）

一般財源投入割合

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

事務事業の概要（事業開始の経過、事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）
市内に所在する各種文化財の調査を実施。主に、１.埋蔵文化財調査、2.本田家所蔵資料悉皆調査、3．文化財の新規指定・登録に伴う調査。
1.埋蔵文化財調査　：　文化財保護法における周知の埋蔵文化財包蔵地内(場合によっては包蔵地外も対応）での土木工事等に伴う緊急発掘調査（試掘・立会）及び、そこから得た資料
（遺構・遺物・図面・写真・その他記録等）の整理調査。　①包蔵地の照会②発掘届受領（申請者→国立市）③埋文調査に関する協議④都教委宛進達　【試掘調査】⑤試掘調査計画立案⑥
民間発掘会社見積依頼、選考、契約⑦発掘調査当日の指導・立会⑧発掘調査概要報告等受理、完了、検査⑨発掘調査結果回答通知(申請者宛)⑩経理事務　【立会調査】⑤工事着手日
立会⑥立会調査結果回答通知（申請者宛）　【整理調査】①委託契約②整理調査の指導・助言③整理調査報告書受理、完了、検査④経理事務
2.本田家所蔵資料悉皆調査　：　市内屈指の旧家・本田家は、江戸中期建造の主屋（国登録有形文化財）を初め、葵紋付馬具や『活人録』（医家記録書）などの所蔵品が有名であるが、
代々、医家・文人・名主を輩出する家ならではの資料を多く所有し、その全貌は明らかでない。国立の地域史を掘り起こすために、貴重な資料群の全体掌握目的として悉皆調査を実施。
平成23年度～平成25年度　資料調査、目録作成、中間報告作成、平成26年度～平成27年度　資料調査、資料集成、再分類、目録作成　調査完了(予定)　①資料の清掃②計測③撮影④
周辺調査⑤カード化⑥データ入力⑦目録作成
3.文化財の新規指定・登録に伴う調査　：　教育委員会より諮問を受けた新規指定・登録の対象となる文化財について、文化財保護審議会での審議に伴い、調査を実施。

千円 0 0 15,609

差額

（決算） （決算）（Ａ） （決算見込み)（Ｂ） （当初予算) （目標値) （Ｂ）-（Ａ）

活動指標（事務事業
の活動量を表す指標）

名称

新たに調査した文化財件数

新たに指定・登録した文化財件数

件

10,134

00 0 0
0

0

3,400

0

14,850

0

対象指標（対象の大
きさを表す指標）

成果指標（対象にお
ける意図の達成度を表す
指標）

市内所在の文化財件数

人口(4月1日現在)

新たに調査した文化財件数

新たに指定・登録した文化財件数

生涯学習課

津田智宏

所属課教育委員会

社会教育・体育担当

0

事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

款会計
文化財保護法、国立市文化財保護条例法令根拠

課長名

項 目

事業期間

所属部

所属係

単年度繰返

予算科目

延べ業務時間

再任用職員従事人数
延べ業務時間

1.埋蔵文化財調査　：　①包蔵地照会805件（内書類回答27件）。②開発等に伴う緊急調査(試掘・立会）36件（内5件は24年度届出、25年度内届出36件のうち年度内実施32件）、③調査指
導（本調査1件、包蔵地外試掘調査1件）。④24年度実施緊急調査30件(本調査2件含）の整理調査
2.本田家所蔵資料悉皆調査　：　新たに約3,000件約10,000点の資料をカード化。

市内で発掘された歴史･文化遺産が、保護され、活用される。

1.埋蔵文化財調査　：　埋蔵文化財包蔵地の照会、開発等に伴う緊急発掘調査及び、25年度に行われた緊急調査30件の整理調査。
2.本田家所蔵資料悉皆調査　：　本田家主屋内収蔵資料調査の実施。
3.文化財の新規指定・登録に伴う調査

（決算）
単位

1
（目標値)

900

91% 93%

11,656

3

正規職員従事人数

正規職員人件費計（Ｃ）

市内全域に所在する各種文化財

0

（当初予算)

6

2,325

％

人

人に係るコ
スト

上位成果指標（結
果の達成度を表す指標）

過去1年間で市内の歴史･文化遺産に訪
れたことがある市民の割合

千円
0

文化財調査事業

千円

平成24年度

％

平成22年度

千円

時間

千円

人

千円

0

3,930
3,930
0

（決算）（Ａ）

0

23

0

千円

千円

0
人

平成26年度

新たに実施された文化財調査から得られた結果によって、国立市域の歴史や民俗、自
然等について補完する。

31003100

1 3

10000

3,876

平成25年度

74265

3100

平成23年度
（決算）

0

23

0

0

3,400

0 0

（決算見込み)（Ｂ）

0

目標年度

1

3100

7430374381

-54
0

（Ｂ）-（Ａ）

-125
0

0

93%

市内の歴史・文化遺産を地域の資源とし
て活用されていると思う市民の割合

0

-54

0

#DIV/0!

物件費

収
入
内
訳

事業コード

国庫支出金
都支出金

件

人

件

件

件

✔

10000 10000

％ #DIV/0!#DIV/0!

維持補修費

扶助費

その他

分担金及び負担金
使用料及び手数料

補助費等
繰出金

千円

繰入金

千円

千円

千円

千円

収入計（J）

0
0 23

千円

3,876 3,400 0

0

0

0

-250

0
0

0
0

475 350 350

0
950 700 700

0 0 0
0 0 0

0

0 0
0

0

0 0 0

-375

←実施計画上の重点施
策

重点施策に該当する場合、ここから
該当項目を選択してください

0 0 1,425 1,050 1,050

公
共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要があるか、
民間や受益者ができる事業か？かつ、
行政が行うとした場合、国・都が行う事
業か、それとも市が行う事業か？

地域の共有財産である文化財の保護は、文化財保護法に規定された自治体の責務であり、自治体が主体的に
行うべき事業である。ただし、埋蔵文化財の発掘支援に関しては、担当職員の指示のもと、民間発掘会社に委
託し実施している。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待で
きないのか？

埋蔵文化財については、分布調査や、保存目的の確認調査を実施することによって、成果は向上するといえる
が、土地所有者等の意向や発掘調査体制を組む必要があることから、実施は困難である。
本田家資料調査は現段階では、どういった資料がどれだけあるかを確認することを目的に調査しており、資料1
点づつの詳細な調査は今後の課題である。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

効
率
性
評
価

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確保
余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

埋蔵文化財調査については、既に経費削減のため、発掘支援のみの委託としている。また、規模の小さな現場
の場合、開発業者等に重機とオペレーターを提供してもらい、職員が調査を実施するなどして、事業費を抑制し
ている。
本田家調査においては、専門的知識及び技術が必要であり、現状より事業費を削減するのは難しい。

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

コスト
削減 維持 増加

本年度は埋蔵文化財調査が比較的少なく、本調査指導も1件であったこと
から、新規の指定・登録に係る調査に時間をかけることが可能であった。
ただし、課題となっている自然分野の調査については、着手できなかっ
た。
本田家悉皆調査は、書斎の資料が概ね明らかとなり、ようやく中間報告
ができる状況になってきた。

(4) 改革・改善による期待成果

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化余
地

事業の内容が一部の受益者に偏ってい
て不公平ではないか？受益者負担が公
平・公正になっているか？

公平且つ公正である。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

③ 廃止・休止の成果への影響

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に役
立っているか？)

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

埋蔵文化財調査では、現在既に、試掘調査は民間発掘調査会社に、また、整理調査は(公財)くにたち文化・ス
ポーツ振興財団に委託している。
本田家調査も、嘱託職員が対応している。

類似事業はない。

×

埋蔵文化財調査の量によって、他の調査等に影響があるのは否めないが、そうした状況の中でも、一つ一つ着実
に成果を重ねていくことが肝要である。

成
果

向
上

維
持

低
下

事務事業名

政策名

施策名

× ×

より多岐にわたる分野の文化財に対応できる職員体制の構築も必要であるが、現状の職位のレベルアップも同時に重要である。

文化財保護は文化財保護法に規定された自治体の責務であるので、廃止や休止はできない。



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
5  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】
1
№
7

1 0 6 2 0 1 5 5 5 0 0
 単年度のみ 期間限定複数年度 ✔  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ）  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO）  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
① 手段（主な活動）  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】
平成25年度の実績（平成25年度に行った主な活動） ✔  他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

平成26年度の事業計画（平成26年度に計画している主な活動）

② 対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③ 意図（この事業によって、対象をどう変えるのか）  事業費削減（歳入確保）余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  事業費削減（歳入確保）余地がない ⇒【以下に理由を記入】

④ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移 ✔  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) １次評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 ✔ 見直し余地あり

③ 効率性 ✔ 適切 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可
廃止 休止 事業統廃合・連携 事業のやり方改善（有効性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）
事業のやり方改善（効率性改善）　 事業のやり方改善（公平性改善）　

✔ 現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策

(6) 上記（3）で現状維持をチェックした場合、この事務事業はどのような状態となれば見直し・廃止となりますか？

-4,506 0 #REF!

単位
平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

269

収支差額（K）=(J)-(I) 千円 0 0 -4,702 -3,514

その他 千円

その他

延べ業務時間

千円

千円

支
出
内
訳

移転支出的なコスト計（Ｈ） 千円

移転支出
的なコスト

0

0 2,900

269

171

00

25千円

#REF!

物に係るコ
スト

0
00

580

269

人に係るコスト計（Ｆ）

物に係るコスト計（Ｇ） 千円 0 0 1,622

千円

うち委託料

0

0

0

0

0
0

2

2,900 0

2
580

0

嘱託職員人件費計（Ｅ） 0

0

時間 0

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数

一般

時間

目標年度 差額
（決算）

0
0
0

2,900 2,900

一般財源投入割合

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

事務事業の概要（事業開始の経過、事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）
市内所在の各種文化財を対象に、保護、活用を実施。
1.指定・登録文化財 ： 国・都・市で連携し、指定、登録2段階で文化財を保護。(1)新規指定・登録①候補選定②保護審へ候補報告③調査④保護審へ諮問⑤保護審審議⑥所有者同意等
調整⑦保護審から答申⑧教委決定・告示　(2)市指定文化財所有者への補助金交付①状況確認②保持者面談③申請書受理④交付決定⑤支払手続き⑥実績書受理　(3)国・都文化財の
保護調整…市内所在の国都指定・登録文化財の保護調整①所有者調整②都・国経由事務③指定・登録業務
2.文化財ウィーク ： 文化庁「文化財保護強化週間」に合わせたと主催の事業(平成10年度開始)。10月末～11月初旬の約10日間に、都内全域で文化財一斉公開。文化財関連事業も集中
実施。都作成ガイド誌が都内一円に配布。①企画立案②文化財所有者への公開依頼③広報（市報・ホームページ・パンフ配布・ポスター貼付）④企画募集　⑤のぼり・文化財カード設置⑥
企画実施⑦公開文化財の対応⑧集計⑨終了報告
3.郷土誌フェア ： 東京都市社会教育課長会主催(昭和63年度開始)。平成25年度で26回目。多摩地区教委発行の郷土関連書籍を一同に集め展示し、広く多くの人に紹介。同時に販売
し、普及を図るもの。①会議(年5回程度）②販売書籍所管課への依頼③書籍リスト作成④搬入準備、搬入⑤販売従事⑧搬出⑨終了報告(売上報告含)
4.その他 ： 市内所在全ての文化財の保護調整、教育普及(文化財案内板設置、文化財紹介記事作成、講演会や見学会の実施、文化財の破損・修繕・落書きの除去、文化財周辺の清掃、
調査報告書の作成・頒布（市庁舎情報公開コーナー、考古学協会総会）等。

千円 0 0 4,722

差額

（決算） （決算）（Ａ） （決算見込み)（Ｂ） （当初予算) （目標値) （Ｂ）-（Ａ）

活動指標（事務事業
の活動量を表す指標）

名称

新たに指定・登録した文化財件数

保護調整等した文化財等件数

件

0 0 0
0
0

194

0

0

4,526 0 #REF!

0

00
1

0

3,534

対象指標（対象の大
きさを表す指標）

成果指標（対象にお
ける意図の達成度を表す
指標）

市内所在の文化財件数

人口(4月1日現在)

新たに指定・登録した文化財件数

保護調整等した文化財等件数

生涯学習課

津田智宏

所属課教育委員会

社会教育・体育担当

0

事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

款会計
文化財保護法、国立市文化財保護条例法令根拠

課長名

項 目

事業期間

所属部

所属係

単年度繰返

予算科目

1 ひとを育てる、守る

施策７　歴史・文化遺産の保存と活用

延べ業務時間

再任用職員従事人数
延べ業務時間

1.指定・登録文化財 ： (1)新規指定・登録…指定文化財1件（緑川東遺跡出土石棒4点)、登録文化財2件(津戸三郎為守画像1点、下組・安政五年在銘馬頭観音1基) （2)市指定文化財少雨
者への補助金交付…有形文化財3点（南養寺十一面観音坐像、三田家不動明王坐像　長島家阿弥陀如来坐像）、市指定無形民俗文化財1点（谷保天満宮獅子舞）への保護助成 (3)国・
都文化財保護・調整…谷保天満宮社叢（都指定天然記念物）の現状変更立会

市内で発掘された歴史･文化遺産が、保護され、活用される。

(1)市指定・登録を新規で4件程度予定。そのための事前調査 (2)指定文化財4点の保護助成 (3)谷保天満宮社叢等都指定文化財調整 (4)下谷保一号墳樹木剪定作業、文化財案内看板の
修繕、市内全域の文化財見回りの実施　他　公開事業：国重要文化財2点（谷保天満宮所蔵狛犬・扁額)、都天然記念物1点(谷保天満宮社叢)、都旧跡2点(三田氏館址・伊藤単朴の墓）、
国登録文化財3点（滝乃川学園本館、本田家住宅主屋、本田家住宅薬医門）の公開。その他見学会・文化財ウォーキング等開催予定。1月頃実施予定のフェアに参加。

（決算）
単位

2
（目標値)

580

100% 99%

2,900

20

正規職員従事人数

正規職員人件費計（Ｃ）

ア)市内所在のすべての文化財
イ)市民及び近隣住民

0

（当初予算)

0

2,900

％

人

人に係るコ
スト

上位成果指標（結
果の達成度を表す指標）

過去1年間で市内の歴史･文化遺産に訪
れたことがある市民の割合

千円
0

文化財保護・活用事業

千円

平成24年度

％

平成22年度

千円

時間

千円

人

千円

0

1,436
836
186

（決算）（Ａ）

0

200

0

千円

千円

0
人

平成26年度

文化財保護をし、後世に伝える適切な処置を講じると同時に、活用し、広く多くの人に
地域の文化財を周知し、保護・活用する意識を醸成する。

31

20 20

10000

平成25年度平成23年度

74265

1

（決算）

192

269

0

0

201
1,165

0 0

（決算見込み)（Ｂ）

0

目標年度

20

1

7430374381

-811
-15

（Ｂ）-（Ａ）

0
0

0

100%

市内の歴史・文化遺産を地域の資源とし
て活用されていると思う市民の割合

0

#REF!

0

#DIV/0!

物件費

収
入
内
訳

事業コード

国庫支出金
都支出金

件

人

件

件

件

10000 10000

％ #DIV/0!#DIV/0!

維持補修費

扶助費

その他

分担金及び負担金
使用料及び手数料

補助費等
繰出金

千円

繰入金

千円

千円

千円

千円

収入計（J）

0
0 200

千円

365 1,357 0

0

0

0

0

69
0

0
69

20 20 20

0

0

0
0

0 0

←実施計画上の重点施
策

重点施策に該当する場合、ここから
該当項目を選択してください

0 0 20 20 20

公
共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要があるか、
民間や受益者ができる事業か？かつ、
行政が行うとした場合、国・都が行う事
業か、それとも市が行う事業か？

文化財の保護並びに活用による教育普及は公共団体の固有事務であり、公共団体が主体的に行わなければ
ならない。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待で
きないのか？

文化財の保護・活用には所有者を含む市民の理解が不可欠である。より多くの普及活動を実施する中で成果
は向上する。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

効
率
性
評
価

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確保
余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

現状以上の削減は困難である。補助金交付も、指定文化財の仏像及び無形文化財保持者に限っており、建造
物等の保持に対しては補助金交付をしていない。

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

コスト
削減 維持 増加

平成10年に市文化財保護条例を改正し、順調に文化財の登録を進めて
きている。同時に指定文化財も増え、市民の文化財に対しての関心を高
めることができている。
また、周辺環境（案内看板、パンフレットの作成など）の整備にも力を注い
でいる。

(4) 改革・改善による期待成果

⑦ 受益機会・費用負担の適正化余
地

事業の内容が一部の受益者に偏ってい
て不公平ではないか？受益者負担が公
平・公正になっているか？

公平且つ公正である。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

③ 廃止・休止の成果への影響

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に役
立っているか？)

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

指定・登録に進めるための事前調査などに関しては、郷土文化館を初め、調査の外部委託は可能といえるが、
本事業の場合、当該文化財に関しての知識はもとより、所在地域の時代背景、周辺地域の特性、所有者との関
係性など、様々な知識が求められるため、現段階では難しい。

類似事業はない。

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

文化財の保護・活用の重要性を普及させるためには、より多くの普及・公開事業の実施が必要であるが、現状では文化財ウィーク等の機会を利用する
のみである。年間を通しての定期的な事業実施が必要。

多分野の文化財を調査するためにご協力いただける研究者の方との人脈を作ることが課題。

文化財保護並びに活用は公共団体の固有事務であり、廃止・休止はあり得ない。もし廃止・休止した場合、文
化財の破壊・消滅が進むことが想像できる。地域の歴史を物語る様々な文化財を失うということは、市民のアイ
デンティティの消失にもつながる。

×

文化財には様々な分野があるため、文化財保護審議会委員の専門性だけでは対応しきれない文化財もあり、調査
が不十分なものも多い。そうした文化財に関しては、外部委託などして、調査を進める必要がある。
また、保存・管理及び教育普及に関しては、郷土文化館と協力して実施しているが、文化財に対しての認識を共有
し、調査等についても協力する必要がある。
今後は更に、自然分野の文化財や、一般的には関心がもたれにくい文化財にも積極的に光を当て、指定・登録を
すすめる。

成
果

向
上

事務事業名

政策名

施策名

× ×

維
持

低
下

公
平
性
評
価



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
8  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】
1
№
7

1 0 6 5 0 1 5 6 2 0 0
 単年度のみ 期間限定複数年度 ✔  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ）  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO）  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
① 手段（主な活動）  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】
平成25年度の実績（平成25年度に行った主な活動） ✔  他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

平成26年度の事業計画（平成26年度に計画している主な活動）

② 対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③ 意図（この事業によって、対象をどう変えるのか）  事業費削減（歳入確保）余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  事業費削減（歳入確保）余地がない ⇒【以下に理由を記入】

④ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移 ✔  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) １次評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 ✔ 見直し余地あり

③ 効率性 ✔ 適切 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可
廃止 休止 事業統廃合・連携 事業のやり方改善（有効性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）
事業のやり方改善（効率性改善）　 事業のやり方改善（公平性改善）　

✔ 現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策

(6) 上記（3）で現状維持をチェックした場合、この事務事業はどのような状態となれば見直し・廃止となりますか？

-117,714 0 -1,872

単位
平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

0

収支差額（K）=(J)-(I) 千円 0 0 -61,686 -63,558

その他 千円 0

その他

延べ業務時間

千円

千円

支
出
内
訳

移転支出的なコスト計（Ｈ） 千円

移転支出
的なコスト

0

0 1,250

0

2,520

00

52,380

1,287

物に係るコ
スト

0
00 0

0

人に係るコスト計（Ｆ）

物に係るコスト計（Ｇ） 千円 0 0 57,902

千円

うち委託料 千円

50

250

0

250
0

1
150

750 0

0

1
200

0

嘱託職員人件費計（Ｅ） 0

0

時間 0

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数

0
0
0

1,000 1,250

0

0
00

117,714 0 1,872

1 ひとを育てる、守る

施策７　歴史・文化遺産の保存と活用

一般

時間

目標年度 差額
（決算）

一般財源投入割合

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

事務事業の概要（事業開始の経過、事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）
郷土文化館は、昭和51年2月25日に社会教育委員の会より教育委員会へ答申された「国立市における社会教育施設のあるべき姿との配置及び施行の優先順位についての答申」を受け、
平成6年11月に開館。財団法人くにたち文化・スポーツ振興財団による管理運営ののち、平成18年指定管理者制度導入により、特定指定管理者としてくにたち文化・スポーツ振興財団を継
続指定し、運営している。
（事業の内容）郷土文化館及び古民家の通常開館時の窓口業務や、貸館時の来客対応、建物の維持管理は指定管理者による事業となるが、それ以外の施設の工事や修繕、備品整備、
機器賃借等を本事業内で行う。
（業務内容）①特定指定管理者と締結の基本協定に基づき、年度協定を締結②施設維持に係る工事及び修繕③備品等整備④用地賃借等⑤その他
H21.4.1～H26.3.31まで、特定指定管理者（くにたち文化・スポーツ振興財団）と基本協定を締結した。

千円 0 0 61,686

差額

（決算） （決算）（Ａ） （決算見込み)（Ｂ） （当初予算) （目標値) （Ｂ）-（Ａ）

活動指標（事務事業
の活動量を表す指標）

名称

施設利用件数

施設利用者数

件

0

00 0 0
0

0

60,039

56,925

63,558

0

対象指標（対象の大
きさを表す指標）

成果指標（対象にお
ける意図の達成度を表す
指標）

施設面積(郷土館+古民家）

人口(4月1日現在)

施設利用件数

施設利用者数

生涯学習課

津田智宏

所属課教育委員会

社会教育・体育担当

0

事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

款会計
くにたち郷土文化館条例法令根拠

課長名

項 目

事業期間

所属部

所属係

単年度繰返

予算科目

延べ業務時間

再任用職員従事人数
延べ業務時間

①特定指定管理者との年度協定締結②二酸化炭素消火設備修繕③特殊建築物等定期調査④用地借上事務⑤ガラス日射遮蔽フィルム貼付工事

歴史・文化遺産の保存と活用(郷土文化館および古民家の利用を増やし、地域の歴史・文化保存継承への意識を涵養する）

①特定指定管理者との年度協定締結②建物外部改修工事③特殊建築物等定期調査④用地借上事務⑤図書館システム構築・保守・機器賃借等事務

（決算）
単位

1
（目標値)

250

100% 100%

1,000

21048

正規職員従事人数

正規職員人件費計（Ｃ）

郷土文化館および古民家施設

0

（当初予算)

0

750

％

人

人に係るコ
スト

上位成果指標（結
果の達成度を表す指標）

過去1年間で市内の歴史･文化遺産に訪
れたことがある市民の割合

千円
0

郷土文化館・古民家管理運営事業

千円

平成24年度

％

平成22年度

千円

時間

千円

人

千円

2,784

56,274
51,985
1,628

（決算）（Ａ）

3,119

0

0

千円

千円

0
人

平成26年度

郷土文化館および古民家を適正に管理し安全・快適に利用できるようにする

10751017

20088 21048

2319

56,669

平成25年度

74265

1017

平成23年度
（決算）

0

0

0

0

55,680

0 0

（決算見込み)（Ｂ）

0

目標年度

20080

1075

7430374381

395
892

（Ｂ）-（Ａ）

0
0

0

100%

市内の歴史・文化遺産を地域の資源とし
て活用されていると思う市民の割合

0

395

335

#DIV/0!

物件費

収
入
内
訳

事業コード

国庫支出金
都支出金

㎡

人

人

件

人

✔

2319 2319

％ #DIV/0!#DIV/0!

維持補修費

扶助費

その他

分担金及び負担金
使用料及び手数料

補助費等
繰出金

千円

繰入金

千円

千円

千円

千円

収入計（J）

0
0 0

千円

59,189 60,039 0

0

0

0

0

0
0

0
0

0 0 0

0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

0

0 0
0

0

0 0 0

0

←実施計画上の重点施
策

重点施策に該当する場合、ここから
該当項目を選択してください

0 0 0 0 0

公
共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要があるか、
民間や受益者ができる事業か？かつ、
行政が行うとした場合、国・都が行う事
業か、それとも市が行う事業か？

郷土文化館は、昭和51年2月25日に社会教育委員の会より教育委員会へ答申された「国立市における社会教
育施設のあるべき姿との配置及び施行の優先順位についての答申」を受け、平成6年11月に開館した市の施設
である。また、古民家も市指定有形文化財・建造物に指定された文化財であり、伝承等を実施するための郷土
資料であるので、いずれの維持管理も市の責務である。

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待で
きないのか？

施設は、開館より20年近く経過し、経年劣化が著しい。平成23年実施の外壁工事に引き続き、平成26年度に外
部改修工事を行う予定であり、利用者へのサービスは向上するといえる。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

平成６年の開館より２０年が経過し、来館者巣は横ばい傾向にある。魅力的な企画展や講座、講演会などを積極的に打ち出す必要がある。

維持管理費の増大は今後の課題である。

効
率
性
評
価

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確保
余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

竣工から20年近くが経過し、施設及び設備の経年劣化が著しいことから、維持管理費は増加傾向にある。

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

コスト
削減 維持 増加

開館より２０年が経過し、施設及び設備の経年劣化が著しい。
来館者巣は横ばい傾向にある。おり多くの方に親しんでいただけるようプ
ログラム等を充実させる必要がある。
常設展示室の内容改修を検討する必要がある。

(4) 改革・改善による期待成果

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化余
地

事業の内容が一部の受益者に偏ってい
て不公平ではないか？受益者負担が公
平・公正になっているか？

指定管理者は選定委員会を通じて選択されている。また、だれもが利用でき、利用料は条例で定めているの
で、公平・公正である。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

③ 廃止・休止の成果への影響

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に役
立っているか？)

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

現状、最低限の業務時間と言えるので、これ以上の削減は難しい。

類似事業はない。

×

開館より２０年が経過し、来館者数は横ばい傾向にある。より多くの来館者を得るために、魅力的なプログラムを提
供する必要がある。常設展示室の展示も、２０年で多くの新資料を得ており、改修を計画する必要がある。

成
果

向
上

維
持

低
下

事務事業名

政策名

施策名

× ×

郷土文化館は、地域の歴史や文化財を調査・収集・保管・教育普及すると同時に、市民活動の中心拠点として
位置付けられていることから、本事務事業を廃止・休止した場合、地域の歴史や文化財の保護や市民の文化
活動を著しく低下させることになる。

○



別紙１

№ ２　評価の部（CHECK）＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価
9  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
№ ✔  妥当である ⇒【以下に理由を記入】
1
№
7

1 0 6 5 0 1 5 6 2 0 0
 単年度のみ 期間限定複数年度 ✔  向上余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

└ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┴ → （ 年度 ～ 年度 ）  向上余地がない ⇒【以下に理由を記入】

 影響無 ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  影響有 ⇒【その内容】

１　現状把握の部（PLAN) (DO）  他に手段がある （具体的な手段，事務事業）
(1) 事務事業の目的と指標  統廃合・連携ができる ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
① 手段（主な活動）  統廃合・連携ができない ⇒【以下に理由を記入】
平成25年度の実績（平成25年度に行った主な活動） ✔  他に手段がない ⇒【以下に理由を記入】

平成26年度の事業計画（平成26年度に計画している主な活動）

② 対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等 ③ 意図（この事業によって、対象をどう変えるのか）  事業費削減（歳入確保）余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
✔  事業費削減（歳入確保）余地がない ⇒【以下に理由を記入】

④ 結果（どんな結果に結び付けるのか）

 削減余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映
(2)各指標等の推移 ✔  削減余地がない ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア  見直し余地がある ⇒【以下に理由を記入】 ⇒３ 改革・改善方向の部に反映

イ ✔  公平・公正である ⇒【以下に理由を記入】

ア

イ

ア

イ

(3)事務事業コストの推移

３　評価結果の総括と今後の方向性（次年度計画と予算への反映）(ACTION）
(1) １次評価者としての評価結果 (2) 全体総括（振り返り、反省点）

① 公共関与妥当性 ✔ 適切 見直し余地あり

② 有効性 適切 ✔ 見直し余地あり

③ 効率性 ✔ 適切 見直し余地あり

④ 公平性 ✔ 適切 見直し余地あり

(3) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可
廃止 休止 事業統廃合・連携 事業のやり方改善（有効性改善）　 （廃止・休止の場合は記入不要）
事業のやり方改善（効率性改善）　 事業のやり方改善（公平性改善）　

✔ 現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

(5) 改革，改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策

(6) 上記（3）で現状維持をチェックした場合、この事務事業はどのような状態となれば見直し・廃止となりますか？

事務事業名

政策名

施策名

× ×

本事務事業を廃止した場合、国立の歴史・文化財・自然等について、また伝統や伝承についての資料収集や
調査、また教育普及することができなくなり、市の歴史が伝承されなくなるとともに、市民の知りたい、学びたい
という欲求を満たすことが困難になる。

○

×

開館より２０年が経過し、来館者数も横ばい傾向にある。より魅力的なプログラムを実施し、より多くの方に親しまれ
る施設づくりが求められる。

成
果

向
上

維
持

低
下

公
平
性
評
価

⑦ 受益機会・費用負担の適正化余
地

事業の内容が一部の受益者に偏ってい
て不公平ではないか？受益者負担が公
平・公正になっているか？

公平且つ公正である。

事務事業コスト、効率性評価、公平性評価から見たこの事務事業の課題は？

③ 廃止・休止の成果への影響

事務事業を廃止・休止した場合の影響
の有無とその内容は？（そもそも、この
事業は、施策の目的や公益の増進に役
立っているか？)

やり方を工夫して延べ業務時間を削減
できないか？成果を下げずにより正職
員以外の職員や委託でできないか？
（アウトソーシングなど）

博物館機能を有効に発揮するための専門職である学芸員を固有職員として確保することができないため、数年
で交代となり、知識や技術の継承が困難な状況にある。教育委員会からの助言・指導が不可欠な状況であり、
現在以上に削減することは難しい。

類似事業はない。

コスト
削減 維持 増加

開館より２０年が経過し、来館者数も横ばい傾向にある。より魅力的なプ
ログラムを実施し、より多くの方に親しまれる施設づくりが求められる。

(4) 改革・改善による期待成果

活動指標・対象指標・成果指標の推移、公共関与性評価、有効性評価から見たこの事務事業の課題は？

開館より２０年が経過し、来館者巣は横ばい傾向にある。より多くの方に魅力を感じてもらえるプログラムを提供することが求められている。

専門職である学芸員を嘱託員の形でしか雇用できないため、内容の拡充、継承が困難である。

効
率
性
評
価

⑤ 事業費の削減余地・歳入の確保
余地
成果を下げずに事業費を削減できない
か？（仕様や工法の適正化、住民の協
力など）
さらなる歳入を確保できないか？

学芸員は年限のある嘱託員でありながらも、十分な成果を出している。これ以上の削減は学芸員の質の低下を
招く可能性がある。

⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減
余地

公
共
関
与
性
評
価

① 公共関与の妥当性

なぜこの事業を行政が行わなければな
らないのか？税金を使う必要があるか、
民間や受益者ができる事業か？かつ、
行政が行うとした場合、国・都が行う事
業か、それとも市が行う事業か？

郷土文化館は、昭和51年2月25日に社会教育委員の会より教育委員会へ答申された「国立市における社会教
育施設のあるべき姿との配置及び施行の優先順位についての答申」を受け、平成6年11月に開館した市の施設
である。また、古民家も市指定有形文化財・建造物に指定された文化財であり、伝承等を実施するための郷土
資料である。
地域の歴史は地域が主体的かつ客観的に歴史叙述することが、市民の問題意識を啓発することとなるため、行

有
効
性
評
価

② 成果の向上余地

成果を向上させる余地はあるか？成果
の現状水準とあるべき水準との差異は
ないか？何が原因で成果向上が期待で
きないのか？

現在、緊急な開発等により失う危機を迎える資料を中心に収集する形となっているが、余裕があれば、国立市
域全体の悉皆調査を行い、どこにどういった資料があるかを事前に把握し、順序良く資料収集することを目標と
していきたい。
他の社会教育機関との有機的な連携を強めることが必要である。

④ 類似事業との統廃合・連携の可
能性
目的を達成するには，この事務事業以
外他に方法はないか？類似事業との統
廃合ができるか？類似事業との連携を
図ることにより、成果の向上が期待でき
るか？

0

←実施計画上の重点施
策

重点施策に該当する場合、ここから
該当項目を選択してください

0 0 0 0 0 0

0 0 0
0

0 0
0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0
0 0 0

0

0

0

0

0

-1,000
0

0
-1,000

千円

0 0

0
0 21,000

千円

繰入金

千円

千円

千円

千円

収入計（J）

維持補修費

扶助費

その他

分担金及び負担金
使用料及び手数料

補助費等
繰出金

％ #DIV/0!#DIV/0!

✔

2319 2319

収
入
内
訳

事業コード

国庫支出金
都支出金

㎡

人

人

件

人

100%

市内の歴史・文化遺産を地域の資源とし
て活用されていると思う市民の割合

0

0

0

#DIV/0!

物件費
0
0

（Ｂ）-（Ａ）

0
0

0

31260

38

7430374381

0 0

（決算見込み)（Ｂ）

0

目標年度平成23年度
（決算）

0

22,034

0

0

0

74265

42

31260 33833

2319

0

平成25年度

42

平成26年度

ア）博物館資料の収集・調査・研究・保管し、国立市の歴史・文化・自然を叙述するため
の基礎資料とする。
ア）市内の歴史・文化財・自然等について知ってもらい、主体的に学ぶようになってもら

38

0

21,000

0

千円

千円

0
人

0

0
0
0

（決算）（Ａ）

千円

時間

千円

人

千円

郷土文化館歴史文化遺産保存活用事業

千円

平成24年度

％

平成22年度

％

人

人に係るコ
スト

上位成果指標（結
果の達成度を表す指標）

過去1年間で市内の歴史･文化遺産に訪
れたことがある市民の割合

千円
0

正規職員従事人数

正規職員人件費計（Ｃ）

ア）市内所在の文化財一般
イ）市民及び周辺住民（主に都内）

0

（当初予算)

0

1,500

1
（目標値)

200

100% 100%

750

33833

延べ業務時間

再任用職員従事人数
延べ業務時間

①資料収集、②資料調査、③資料保存
(1)自主企画展4件（くにたちあの日あの頃展、最新発掘事情展、谷保の歌が聞こえる展、昔の暮らし展）と関連講座、共催企画展1件(紙工芸展）と関連講座
(2)講演会・講座・体験教室、古民家事業、民具案内、その他体験教室

市内で発掘された歴史･文化遺産が、保護され、活用される。

①資料収集、②資料調査、③資料保存
(1)自主企画展3件と共催企画展2件、各展示関連講座
(2)講演会・体験講座、古民家事業、民具案内、その他体験教室を予定。

（決算）
単位

課長名

項 目

事業期間

所属部

所属係

単年度繰返

予算科目

事務事業マネジメントシート （兼　事務事業コスト計算書）

款会計
社会教育法、博物館法、くにたち郷土文化館条例法令根拠

生涯学習課

津田智宏

所属課教育委員会

社会教育・体育担当

0

21,000

0

対象指標（対象の大
きさを表す指標）

成果指標（対象にお
ける意図の達成度を表す
指標）

施設面積(郷土館+古民家）

人口(4月1日現在)

事業数

来館者数

0

0

0

150

00 0 0
0

（決算）（Ａ） （決算見込み)（Ｂ） （当初予算) （目標値) （Ｂ）-（Ａ）

活動指標（事務事業
の活動量を表す指標）

名称

事業数

来館者数

件

一般財源投入割合

支出計（Ｉ）=(F)+(G)+(H)

事務事業の概要（事業開始の経過、事業の具体的な手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述）
郷土文化館は、昭和51年2月25日に社会教育委員の会より教育委員会へ答申された「国立市における社会教育施設のあるべき姿との配置及び施行の優先順位についての答申」を受け、
平成6年11月に開館。古民家も市指定有形文化財・建造物に指定された文化財で、郷土資料として伝承事業等を体験できる施設として、平成3年に開館。
管理・運営は、くにたち文化・スポーツ振興財団。平成18年度より、特定指定管理者制度導入に伴い、施設の維持管理には指定管理料を支払い、公益目的事業については補助金を交
付。
公益目的事業として、市内の歴史・文化・自然を叙述するために必要となる、歴史・民俗・考古・自然等、あらゆる資料（博物館資料）の収集・調査研究・保管を実施。
(1))展示・公開事業……市の歴史・民俗・考古・自然等の分野の資料を常設展示室及び特別展示室、その他で、展示・パネル解説、年間数件の企画展。
(2)講演会・講座・体験事業……市の歴史・民俗・考古・自然等の分野に係る講演会・各種講座・体験事業。
(3)情報提供事業……郷土文化館を利用する市民及び周辺住民の学習その他を支援。

千円 0 0 21,750

差額

（決算）

23,684 0 -750

1 ひとを育てる、守る

施策７　歴史・文化遺産の保存と活用

一般

時間

目標年度 差額
（決算）

0
0
0

750 1,000

0

0
10

嘱託職員人件費計（Ｅ） 0

0

時間 0

再任用職員人件費計（Ｄ）
嘱託職員従事人数

1,650 0

100

1
150

0

50

250

0

250
0

1
300

22,034

人に係るコスト計（Ｆ）

物に係るコスト計（Ｇ） 千円 0 0 0

千円

うち委託料 千円

0

物に係るコ
スト

0
00 0

0 1,000

20,000

0

00

0

支
出
内
訳

移転支出的なコスト計（Ｈ） 千円

移転支出
的なコスト

0

0

その他

延べ業務時間

千円

千円

20,000

収支差額（K）=(J)-(I) 千円 0 0 -21,750 -21,000

その他 千円

-23,684 0 750

単位
平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度


